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　八千代市職員の人事や給与などの状況についてお知らせします。詳細版は、
ホームページまたは市役所１階法務課情報公開班でご覧ください。

職員の平均年齢、平均給与月額、平均給料月額

部門別職員数（人）

職員の初任給（一般行政職）
　学校卒業後すぐに採用された場合の初任給です。

職員給与の内容
　地方公務員の給与は、「地方公務員法」により、一般家庭の生計費、
国や他の地方公共団体の職員の給与、民間企業従業員の給与、その他
の事情を考慮して決めることになっています。市職員の給与は、人事
院勧告や千葉県人事委員会勧告を考慮して、市議会の審議を経て定め
られた条例に基づき支給されます。

障害者雇用状況
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八千代市職員人事行政運営等の状況

（４年４月１日現在）
給　　料 内　　容

毎
月
決
ま
っ
て
支
給

給　　料 職務の種類と内容に応じて給料表に定める額

扶養手当
子　10,000円　16歳から22歳までの子　1人5,000円加算
子以外の扶養親族　6,500円
（8級の職員は3,500円）

地域手当 支給率10%（国が指定する支給率は10％）

住居手当 借家・借間の場合
家賃の額に応じて28,000円を限度に支給

そ の 他 通勤手当、管理職手当など

勤
務
の
実
績
に
応
じ
て
支
給

時間外勤務手当 支給対象職員1人当たり平均支給月額　27,970円

特殊勤務手当
危険、不快、不健康、
困難などの著しく
特殊な勤務に従事
した時に支給

職員全体に占める手当支給職員の割合 38.3％
支給対象職員1人当たり平均支給月額 3,284円
手当の種類（手当数）　　19
支給額の多い手当
　消防活動手当、保育手当
多くの職員に支給されている手当
　消防活動手当、防疫作業手当

そ の 他 夜間勤務手当、宿日直手当など

臨
時
に
支
給

期末・勤勉手当
民間企業のボーナス
に相当する手当

期末手当 勤勉手当 計
6月期 1.20月分 0.95月分 2.15月分
12月期 1.20月分 0.95月分 2.15月分
計 2.40月分 1.90月分 4.30月分

職務の級による加算措置があります。

退職手当 千葉県市町村総合事務組合に加入（支給率は国と同じ）
（注）1. 平均支給月額は、３年度決算の額です

2.  ３年度決算での職員１人あたりの平均支給給与費は、619万2千円です。（類似団体の２年度平均は653万５千
円）（平均支給給与費とは、人件費のうち職員に支給される給料と職員手当（退職手当除く）をいいます）

3.  ３年度普通会計に占める人件費の割合は、16.6％（110億9,461万3千円）です

（４年６月１日現在）

区　分 算定の基礎と
なる職員の数

障害者であ
る職員の数 実雇用率 法定雇用率 不足数

八千代市（特例） 1,200人 27.5人 2.29％ 2.6％ 3.5人

（４年４月１日現在）

職　種 平均
年齢

平均給与
月　　額

（参考）類似団体の
３年度平均給与月額給料 諸手当

一般行政職 40.0歳 411,201円 314,749円 96,452円 421,371円
技能・労務職 54.3歳 439,010円 368,395円 70,615円 391,529円
公営企業職員 41.3歳 419,806円 321,188円 98,618円 －

（注）給与月額とは、月々支給される給料（基本給）と諸手当（期末・勤勉手当、退職手当を除くすべての手当）の合計

（４年４月１日現在）
区　分 八千代市 千葉県 国

大学卒 188,700円 188,700円
総合職　186,700円
一般職　182,200円

高校卒 154,900円 154,900円 一般職　150,600円

（職員数は４年４月１日現在）

区分
部門

職員数 増減 主な増減理由令和3年 令和4年

普
通
会
計
部
門

一
般
行
政
部
門

議 会 10 11 1 体制見直し
総 務 224 225 1 新支所開設による体制整備
税 務 64 63 -1 体制見直し
民 生 282 293 11 育休代替任期付職員の配置
衛 生 111 114 3 新型コロナウイルス関連
労 働 1 0 -1 体制見直し
農林水産 20 20 0
商 工 10 10 0
土 木 100 101 1 体制見直し

計 822 837 15
＜参考＞
人口１万当たり職員数41.40人
（類似団体44.72人）

教育部門 134 136 2 体制見直し
消防部門 228 229 1 体制強化

小　計 1,184
(69)

1,202
(58)

18
-(11)

＜参考＞
人口１万当たり職員数59.45人
（類似団体61.27人）

公
営
企
業
等

会
計
部
門

水　道 44 42 -2 体制見直し
下水道 15 17 2 体制見直し
その他 60 60 0

小　計 119
(2)

119
(2)

0
(0)

合　計
1,303
(71)

※1,401

1,321
(60)

※1,401

18
-(11) ＜参考＞人口１万当たり職員数65.34人

（注）1. 職員数は総務省の定員管理調査の区分に基づく職員数です
2.（　）内は、再任用の短時間勤務職員であり、外書きです。※は、条例定数の合計です
3. 類似団体の数値は、３年４月１日現在


